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第２第２第２第２章章章章    計画の策定計画の策定計画の策定計画の策定  

 

第第第第 １１１１ 節節節節     計 画 策 定計 画 策 定計 画 策 定計 画 策 定 のののの 背背背背 景景景景  

１１１１    情報化社会の進展情報化社会の進展情報化社会の進展情報化社会の進展  

情報通信基盤の整備は、各地方自治体や民間通信事業者等の取組みや国の

積極的なＩＴ政策の推進により順調に進んできており、情報化の動きは私た

ちの日常生活の中に急速に浸透してきています。  

平成２３年版情報通信白書（総務省）によると、情報端末としても利用さ

れている携帯電話の加入契約者数は国民一人１台に近づいているほか、イン

ターネットの利用人口は、９，４６２万人（平成２２年末現在）に達し、人

口普及率は７８．２％（平成２２年末現在）と、今や国民の多くがインター

ネットを利用するようになり、今後もさらに増加傾向にあります。  

また、消費者向けにインターネットを利用した電子商取引を行っている事

業者を対象とした実態調査では、年間売上高は３兆１４８７億円に達してお

り（「平成２１年消費者向け電子商取引実態調査結果」経済産業省）、さら

に拡大傾向が続いているほか、ＳＮＳや Twitter、Facebook
3、YouTube

4や

Ustream
5など多様なインターネット上のサービスが数多く提供され、コミュ

ニケーションのあり方に変化をもたらしています。  

  

                                                

3
 Facebook™：フェイスブック。米 Facebook,Inc.の提供するコミュニケーションサービス。

13 歳以上であれば無料で参加できる。実名登録制となっており、個人情報の登録も必要となっ

ている。公開後、急速にユーザー数を増やし、平成 23 年 9 月現在、世界中に 8 億人のユーザー

を持つ世界最大の SNS となった。  

4 YouTube™：米 YouTube 社が提供する、動画コンテンツ共有サイト。会員登録をすることによって誰で

も動画ファイルを公開することができ、利用者は動画の無料閲覧やキーワード検索を行うことができる。 

5
 Ustream™：UstreamAsia 社が提供しているビデオ配信サービス。インターネット上で手軽に映像を生

中継で配信でき、配信側、閲覧側とも、無料でサービスを利用できる。 
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２２２２    国の施策国の施策国の施策国の施策  

国は、平成１２年１１月に高度情報通信ネットワーク社会の迅速かつ重点

的な形成の推進を目的とした「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（Ｉ

Ｔ基本法）」を制定して以降、様々なＩＴ政策を展開してきました。  

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）6では、「ｅ

－Ｊａｐａｎ戦略」（平成１３年１月）及び「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」（平

成１５年７月）の推進による、情報通信基盤の整備や電子商取引等の利活用

などにおいて一定の成果が得られたことから、これらの実績を踏まえ、世界

最先端のＩＴ国家であり続けることを目標に掲げた「ＩＴ新改革戦略」（平

成１８年１月）において、平成２２年度にＩＴによる改革を完成し、持続的

発展が可能な自律的で、誰もが主体的に社会活動に参画できる協働型ＩＴ社

会に変貌することを宣言し、さらに国民主役の“デジタル安心・活力社会”

の実現を目指した「ｉ -Ｊａｐａｎ戦略２０１５」（平成２１年７月）を策定

しました。  

また、「新たな情報通信技術戦略」7（平成２２年５月）では、市民レベル

での知識・情報の共有が行われ、新たな「知識情報社会」への転換が実現し、

国民の暮らしの質を飛躍的に向上させることができる社会の実現を目指して

います。  

  

                                                

6
 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）：高度情報通信ネットワーク社会に関す

る施策を迅速かつ重点的に推進するために、平成 13 年 1 月に内閣に設置された組織。e-Japan 戦略

の決定や、それにまつわる各年の重点計画の決定などを行っている。 

7
 「新たな情報通信技術戦略」：政府の IT 戦略本部が、発表した最新の情報通信技術戦略。「国

民本位の電子行政の実現」「地域の絆の再生」「新市場の創出と国際展開」を 3 つの柱としている。 
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図表２－１ 国の ICT 戦略の歩み    （出典）総務省「平成 23 年版情報通信白書」から抜粋  

図表２－２ インターネットの利用者数及び人口普及率の推移 

(出典)総務省「平成 23 年版情報通信白書」 
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３３３３    本県の情報化の現状本県の情報化の現状本県の情報化の現状本県の情報化の現状  

県では平成１３年度に現行の「ふくしま情報化推進計画」を策定して以降、

基盤整備を主とした１期・２期の基本計画を経て、平成１９年度に見直しを

した第３期からは、基本目標である「ＩＴでつながるふくしまの知恵と心」

を実現するため、県民誰もがどこにいてもＩＣＴを自由に利活用してその利

便性・有用性を享受し、実感できる高度情報通信社会の実現を目指し、様々

な施策を実施してきました。  

この間に、ブロードバンドサービスや携帯電話は、県内の９９％以上の世

帯・事業所で利用可能となり、平成２４年４月には地上テレビ放送の完全デ

ジタル化など、情報通信基盤や利用環境の整備が進み、県民生活にＩＣＴを

活かすことが容易になってきました。   

インターネットを中心としたＩＣＴ利活用は、企業間の電子商取引を始め

としてもはや経済活動全般に欠くべからざるものとなったほか、個人の生活

スタイルの変革にも影響を及ぼしていますが、本県におけるブロードバンド

の世帯普及率は、５３．６％（平成２３年９月末現在、全国順位３４位）と、

全国平均の６７．０％と比較して、かなり低い状況となっています。  

 

図表２－３ インターネットの利用端末の種類（平成２２年末） 

(出典)総務省「平成 23 年版情報通信白書」 
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４４４４    最近の問題最近の問題最近の問題最近の問題  

近年特に情報セキュリティに関する問題が全世界で深刻化しており、個人

情報の流出やプライバシーの侵害、インターネット等を悪用した犯罪などに

対する不安感が、以前よりも増大してきています。さらに、社会の重要イン

フラシステムや公共機関、大企業などのホームページを機能不全に陥れるサ

イバー攻撃などが頻発しています。  

また、県内では地上デジタル放送への移行に伴い、テレビ放送が受信でき

なくなる「新たな難視」地区8が多数発生しているため、その対策を急ぐ必要

があります。  

 

  

                                                

8
 「新たな難視」地区：地上アナログテレビ放送が受信できていても、電波の性質や地理的な

条件等により地上デジタルテレビ放送が個別受信アンテナで受信できない地域を指す。  

（出典）総務省東北総合通信局「東北地方におけるブロードバンド契約数」 

図表２－４ ブロードバンド世帯普及率の推移 
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図表２－６ 地上テレビジョン放送のデジタル化に関する主な経緯 

図表２－５ インターネット利用で感じる不安の内容 

（出典）総務省「平成 22 年通信利用動向調査」 
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第第第第 ２２２２ 節節節節     計 画計 画計 画計 画 のののの 目 標目 標目 標目 標  

これまで本県では、情報化の取組みとして情報基盤整備や利用環境の整備

を中心に推進を図ってきました。その結果、情報通信機器を利用できる地域

は大きく広がって、首都圏と遜色のないＩＣＴ利用環境が実現されようとし

ており、今後は、社会基盤として整備されたＩＣＴ利用環境の有用性を踏ま

え、ＩＣＴを課題解決の手段として積極的に利活用することが重要と考えて

います。  

そのため、本計画は、福島県のＩＣＴの利活用指針として位置付け、推進

期間中に県が取り組むＩＣＴ関連施策の方向性を示すものです。   

計画を着実に推進することにより、近く到来する、県民誰もがいつでもど

こにいても、自由にＩＣＴを利活用することができるユビキタス・ネットワー

ク社会 9において、行政分野でも県民がその利便性や有用性を享受し、実感で

きるよう、本計画の目標を  

ＩＣＴの活用による活力ＩＣＴの活用による活力ＩＣＴの活用による活力ＩＣＴの活用による活力に満ちたに満ちたに満ちたに満ちた地域社会の実現地域社会の実現地域社会の実現地域社会の実現    

とします。  

第第第第 ３３３３ 節節節節     計 画計 画計 画計 画 のののの 期期期期 間間間間  

ＩＣＴの基盤及び利活用の急速な進展状況を考慮し、平成２３年度から平成

２６年度までの４カ年とします。  

 

                                                

9
 ユビキタス・ネットワーク社会：「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」がコンピューター

ネットワークを初めとしたネットワークにつながることにより、様々なサービスが提供され、

人々の生活をより豊かにする社会。  


